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ケアステーション ハピネス都筑 

重要事項説明書 

 

〔2025年 2月 1日現在〕 

当事業所は、契約を締結したご利用者に対して居宅介護支援サービスを提供します。 

事業所の概要や提供サービスの内容、ご注意いただきたいことを次の通り説明します。 

 

１ 事業者および事業所の概要 

（１）事業者、事業所名および所在地 

事業者名および代表者名 社会福祉法人ファミリー  理事長 佐藤 弘子 

事業所名 ケアステーション ハピネス都筑 

所在地 横浜市都筑区牛久保町１８０８－３ 

電話＆FAX 電話 ０４５－９１４－８８５３ ＦＡＸ ０４５－９１４－８８５１ 

管理者 沼端 利樹 

介護保険指定事業者番号 横浜市指定事業所番号 １４７３８０１２５４ 

併設サービス 特別養護老人ホーム、ショートステイ、デイサービス 

 

（２）提供できるサービスの地域 ＊下記地域以外の方でもご希望の方はご相談下さい。 

サービスを提供する地域 
都筑区・青葉区（荏田町、新石川１・４丁目、あざみ野南１丁目）・川崎市

宮前区（有馬、東有馬） 

 

（３）職員体制、営業日及び営業時間 

  ・管理者 常勤兼務１名   ・介護支援専門員 常勤１名、非常勤１名 

   月曜日～金曜日 （祝日は営業とする。） ただし、１２月３０日～１月３日を除く。 

営業時間は、９時００分～１７時３０分とする 

 

２ 居宅介護支援の申し込みからサービス提供までの流れと主な内容 

・ ご利用者からのお電話等での相談、受付。 

・ ご利用者の居宅へ訪問し、ご利用者及びご家族等に面接し必要な情報を収集し解決すべき課題を

把握します。 

・ 当該地域における指定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正か

つ公正・中立にご利用者及びご家族へ提供し、利用者にサービスの選択と自己決定を求めます。 

・ 指定居宅サービス等を利用するにあたり、利用者及びその家族は、複数の指定居宅サービス等の

紹介を求める事が可能であるものとし、また、居宅サービス計画に位置付けるにあたっては、そ

の理由を求める事が可能であるものとします。 

・ 提供されるサービスの目標、その達成時期、サービスを提供する上での留意点等の情報を適正に
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ご利用者及びご家族に提供し、ご利用者にサービスの居宅サービス計画の原案を作成します。 

・ 居宅サービス計画の原案に位置づけた指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるか否

かを区分した上で、その種類、内容、利用料等について、ご利用者及びご家族に説明をし、ご利

用者から文書による同意を受けます。 

・ サービスを利用する際、指定居宅サービス事業者等との連絡・調整を図る上で、ご利用者の個人

情報を提供する場合があります。 

・ その他、居宅サービス計画作成に関する必要な支援を行います。 

・ ケアマネジメントの公正中立性の確保を図る観点から、前６カ月間に作成したケアプランにおけ

る訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスの利用割合と各サービ

スごとの、同一事業者によって提供されたものの割合についてご利用者及びそのご家族へ説明を

行います。 ※別紙参照 

 

３ 利用料金 

（１）居宅介護支援にかかる所定のご利用料金は、次のとおりです。 

要介護１・２の方 １２，０７６円/月   要介護３・４・５の方 １５，６９０円/月 

 

○加算を算定した場合 

・初回加算 ３，３３６円     ・緊急時等居宅カンファレンス加算 ２，２２４円 

・退院・退所加算  

 

 連携１回 連携２回 連携３回 

カンファレンス参加無 （Ⅰ）イ５，００４円 （Ⅱ）イ６，６７２円  

カンファレンス参加有 （Ⅰ）ロ６，６７２円 （Ⅱ）ロ８，３４０円 （Ⅲ）１０，００８円 

 ※退院・退所に伴う、連携回数やカンファレンス参加の有無により異なります。 

・ターミナルケアマネジメント加算  ４，４４８円   ・通院時情報連携加算  ５５６円 

・入院時情報連携加算（Ⅰ）２，２２４円 （Ⅱ）１，１１２円 

・特定事業所加算  （Ⅰ）５，７７１円 （Ⅱ）４，５２５円 （Ⅲ）３，４３６円  

（Ａ）１，２６７円 

※ 法定代理受領サービスが適用される場合には上記利用料金の負担はありません。 

 

（２）交通費 

   サービス提供地域以外へ担当者が訪問する交通費の実費は徴収しない。 

 

（３）支払方法 

   料金が発生する場合、月ごとの精算とし、毎月 15日までに前月分の請求をいたしますので、15日

以内にお支払いください。お支払方法は、現金でのお支払いか、お振込みと致します。お支払いを

ご確認させていただいてから領収証を発行します。 
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４ サービス利用の中断と終了 

（１）サービスの中断 

    病院等の医療機関への入院によりサービスが中断となる場合には、ご利用者及びご家族は、担

当介護支援専門員の氏名及び連絡先を医療機関へ伝える事とします。 

 

（２）サービスの終了 

① ご利用者のご都合でサービスを終了する場合文書でお申し出くだされば、いつでも解約できます。 

② 当事業所の都合でサービスを終了する場合 

人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合がございます。

その場合は、終了 1ヶ月前までに文書で通知するとともに、地域の他の居宅介護支援事業者をご

紹介いたします。 

③ 自動終了 以下の場合は自動的にサービス終了となります。 

・ご利用者が介護保険施設に入所した場合や長期ご入院、ご逝去された場合。 

・ご利用者の要介護認定区分が、非該当や（自立）と認定された場合。 

④ サービス利用にあたっての禁止事項について 

ご利用者やご家族、関係者等において、次の掲げるいずれかの事由が発生した場合は、やむを得

ずサービス終了する場合があります。  

・従業員に対して行う暴言、暴力、嫌がらせ、誹謗中傷などの迷惑行為。 

・パワーハラスメント、セクシャルハラスメントなどの行為。 

・サービス利用中に従業員の写真や動画を撮影、録音などを行い無断で SNSなどに掲載すること。 

 

５ 虐待の予防  

（１）事業者はご利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、以下のとおり必要な措置を講じます。

① 虐待防止に関する責任者を選定します。 虐待防止に関する責任者：管理者 沼端 利樹 

② 成年後見人制度の利用を支援します。 

③ 苦情解決体制を整備します。 

④ 従業員に対して、虐待防止を啓発・普及するための研修を実施します。 

⑤ サービス提供中に、当該事業所従業者又は擁護者（現に擁護している家族・親族・同居人等）に

よる虐待を受けたと思われるご利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。 

 

６ 非常災害対策  

事業所は、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から火災・風水害・地震

等の自然災害並びに感染症に対処するため、事業継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練（シ

ュミレーション）を年に 2回以上、実施します。 

 

７ 身体的拘束等の原則禁止 

  ご利用者または他のご利用者等の生命または身体を保護する為、緊急やむを得ない場合を除き、身

体的拘束を行いません。身体的拘束を行う場合には、その様態及び時間、その際のご利用者の心身
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の状況並びにやむを得ない理由を記録します。 

 

８ 当事業所の居宅介護支援の特徴等 

（１） 運営方針 

当事業所は、社会福祉法人ファミリーの在宅ケアサービスとして、高齢者や家族の方々が住み慣

れた地域でいつまでも安心して暮らす事ができる為の、お手伝いをしたいと考えています。そし

て、「利用者が、市民として有する権利を制限されることなく、安全かつ快適な環境で、自由で

楽しい、充実した生活をすごしていただく」これが私たちのサービスへの思いです。 

（２）介護支援専門員のサービスの質の向上を目的として、従業者研修を年 4 回、採用時研修を 1 ヶ月

以内に行います。 

 

９ 秘密保持 

① 管理者及び介護支援専門員は、正当な理由なく、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密

を漏らしません。 

② 従事者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業者

でなくなった場合も、秘密保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。 

③ 居宅介護支援サービスの実施において、利用者・家族の個人情報を用いる場合にはあらかじめ

文書により同意をえる事とします。 

 

１０ 事故発生時について 

① 利用者に対する居宅介護支援サービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに必要な対

応を行うとともに、ご利用者家族や市区町村へ必要な連絡を行います。 

② 事故及び事故に際してとった対応について記録を行います。 

③ 利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行います。ただし、事業所の

責に帰すべからざる事由による場合は、この限りではないものとします。 

 

１１ サービス内容に関する利用相談、苦情の受付 

①  当事業所のサービス利用相談担当 ＊ご不明な点はお気軽におたずねください。 

 

担当ケアマネージャー                     

   電話； ０４５－９１４－８８５３ 

 受付時間；月曜日～金曜日 ９時００分～１７時３０分まで 

 

②  事業所への苦情受付窓口 

〔苦情受付担当者〕 〈職名〉管理者 〈氏名〉沼端 利樹 

電話；０４５－９１４－８８５３ 

受付時間；月曜日～金曜日 ９時００分～１７時３０分まで 
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③ 当事業所への苦情解決担当 

〔苦情解決責任者〕 〈職名〉管理者 〈氏名〉沼端 利樹 

電話；０４５－９１４－８８５３ 

受付時間；月曜日～金曜日 ９時００分～１７時３０分まで 

苦情解決責任者は、苦情の申し出をされた方と話し合いによる、円滑な解決に努めます。 

 

④ 当事業所以外に、市区町村の相談・苦情窓口等に苦情を伝えることができます。 

    横浜市都筑区高齢・障害支援課               045(948)2313 

    横浜市青葉区高齢・障害支援課               045(978)2479 

    川崎市宮前区高齢・障害課                 044(856)3238 

横浜市健康福祉局介護事業指導課                  045(671)2356  

神奈川県国民健康保険団体連合会 介護保険部介護苦情相談課  045(329)3447  

                           

 

以上、社会福祉法人ファミリー指定居宅介護支援事業所ケアステーション ハピネス都筑の 

重要事項について説明を受け同意し・交付を受けました。 

 

   年   月   日 

        【利用者】 〔住 所〕 

 

               〔氏 名〕                      様 

 

 

        【代理人】 〔住 所〕 

 

               〔氏 名〕              様（続柄）     

 

【事業者・事業所】 〔住 所〕 神奈川県横浜市都筑区牛久保町 1808－3  

 

〔事業者〕 社会福祉法人ファミリー ケアステーション ハピネス都筑        

                           管理者     沼端 利樹  印 

 

 

        【説明者】                             印   


